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   平成２５年１２月３日（１）  

開議  １０時０５分 

○議長 磯永優二君 

 皆さん、おはようございます。只今の出席議員は、１４名であります。  

 それでは、これより、平成２５年第４回豊前市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議

を開きます。 

 議事に入る前に、皆さんに報告いたしまます。我々の先輩議員でありました尾家啓介さ

んが、地方行政に寄与した功績が認められ、本年秋の叙勲におきまして、旭日双光章を授

与されました。栄えある受賞を心からお祝い申し上げます。  

 もう１点ご報告申し上げます。市民にとって身近な議会の実現を図る具体策の１つとし

て、今議会よりインターネット中継を開始いたします。議場におられる皆さん、本会議で

の議論が市民の皆さんに分かりやすく伝わるよう、精いっぱい頑張って頂くよう、お願い

いたします。なお、新聞記者より撮影の申し込みがありましたので、許可をしております。  

 それでは、議事に入ります。  

 日程第１ 会期の決定を議題といたします。  

 お諮りいたします。  

今定例会の会期は、議会運営委員会で協議のとおり、本日から今月１９日までの１７日間

としたいと思います。これにご異議ございませんか。  

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、会期は１７日間と決定いたしました。  

 続きまして、日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、１番 黒江哲文議

員、１５番 秋成茂信議員を指名いたします。  

 日程第３ 諸般の報告をいたします。  

監査委員より、本年８月分から１０月分までの出納例月検査の報告が届いております。各

報告書につきましては、事務局に保管をしておりますので、ご了承願います。  

 また、本年の議長会その他の活動状況については、お手元に配付をしたとおりでござい

ます。以上で、報告を終わります。  

 ここで、市長より発言を求められておりますので、許可をいたします。市長。  

○市長 後藤元秀君 

 皆さん、おはようございます。議長からお時間を、お許しを頂きましたので、一言、素

晴らしい、嬉しいニュースをご披露申し上げます。  

 先月２９日に行われました柔道グランドスラム東京大会、男子６６ｋｇ級におきまして、
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豊前市出身の髙上智史選手が、２年ぶり２度目の優勝を成し遂げました。世界大会での優

勝を讃えますとともに、心よりお慶び、お祝申し上げたいと思います。おめでとうござい

ます。 

 ここ豊前市で育った青年が世界を舞台に、しっかりと頑張って頂いております。さらに

活躍し、もっと大きな大会に大きな成果を上げて頂くように、市民の皆さんとともに期待

し、また、これからご活躍をお祈り申し上げまして、今回の優勝を、市民の皆さん、市議

会の皆さんとともに、お慶びを申し上げまして、お伝え申し上げまして、私の挨拶といた

します。以上でございます。  

○議長 磯永優二君 

 おめでとうごいました。  

(拍手あり) 

 それでは、日程第４ 議案の上程を行い、提案理由の説明を受けることにいたします。  

 今定例会には、市長から、議案２３件、報告１件が提出されております。これらを一括

上程し、議題といたします。  

 市長に、提案理由の説明を求めます。市長。  

○市長 後藤元秀君 

 本日ここに、平成２５年第４回豊前市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位

には、公私共にご多用のところ、ご臨席を賜り、誠にありがとうございます。厚くお礼を

申し上げます。 

 本議会に提案いたしました議案は、条例案件１５件、予算案件２件、その他の案件６件、

報告案件１件の、合計２４件であります。議案の順序により、説明を申し上げます。  

 議案第６６号は、豊前市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、議

案第６７号は、豊前市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、議案第６８号

は、豊前市職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第６９号は、単純な労務に

雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、議案第７０号は、

豊前市職員退職手当支給条例の一部改正についてであります。  

 これら、５議案は、平成２５年度末に定年退職を迎える職員以降の退職者について、退

職後に無年金となる状況が発生することに伴い、再任用の希望者に対応する必要があるた

め、関係規定を整備するものであります。  

 議案第７１号は、豊前市税外収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正つい

てであります。地方税法の一部を改正する法律が公布されたこと等に伴い、関係規定を整

備するものであります。  

 議案第７２号は、豊前市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてであります。
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地方税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、関係規定を整備するものであり

ます。 

 議案第７３号は、豊前市観光施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてであ

ります。消費税率の改定及び求菩提キャンプ場でのデイキャンプの実施に伴い、関係規定

を整備するものであります。  

 議案第７４号は、豊前市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の一部改正に

ついて、議案第７５号は、豊前市農業委員会委員の選挙区及び選挙区において選挙すべき

委員の数に関する条例の一部改正についてであります。  

 農業者及び農地面積の減少に伴い、農業委員会の選挙による委員の定数及び農業委員会

の選挙区において選挙すべき委員の数を減少する規定を整備するものであります。  

 議案第７６号は、豊前市地域住民交流センターの設置及び管理運営に関する条例の一部

改正についてであります。使用料の算定方法に係る既定の整備及び消費税率の改定に伴い、

関係規定を整備するものであります。  

 議案第７７号は、豊前市学習等供用施設使用条例の一部改正についてであります。  

公民館使用料との整合性を図ること、及び消費税率の改定に伴い、関係規定を整備するも

のであります。 

 議案第７８号は、豊前市新規就農者研修資金貸与条例の廃止についてであります。  

青年就農給付金事業及び収納支援資金貸付事業の実施により、収納に必要な研修資金及び

就農準備の資金支援が可能になったため、条例を廃止するものであります。  

 議案第７９号は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例

の制定についてであります。消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、３１の条例におけ

る使用料等の料金改定について、関係規定を整備するものであります。  

 議案第８０号は、豊前市子ども・子育て会議条例の制定についてであります。子ども・

子育て支援法第７７条第１項の規定に基づき、豊前市子ども・子育て会議を設置するため、

関係規定を整備するものであります。  

 議案第８１号は、字の区域の変更についてであります。土地改良法第８５条第１項に規

定する県営土地改良事業、区画整理でございますが、の実施に伴い、字の区域を変更する

必要が生じたので、地方自治法第２６０条第１項の規定に基づき、市議会の議決を求める

ものであります。  

 議案第８２号は、豊前市道路線の認定についてであります。道路法第８条第１項の規定

に基づき、豊前市道路線を認定するに当たり、同条第２項の規定により、市議会の議決を

求めるものであります。  

 議案第８３号は、豊前市道路線の廃止についてであります。道路法第１０条第１項の規



4 

 

定に基づき、豊前市道路線を廃止するに当たり、同条第３項の規定により、市議会の議決

を求めるものであります。  

 議案第８４号は、京築広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び京築広域市

町村圏事務組合の規約の変更についてであります。京築広域市町村圏事務組合で処理して

いる、行橋・京都学校給食共同調理施設に関する事務を、平成２６年４月１日から廃止す

ることに伴い、京築広域市町村圏事務組合の共同処理する事務を変更し、京築広域市町村

圏事務組合規約を変更するため、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を求め

るものであります。  

 議案第８５号は、京築広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分

についてであります。京築広域市町村圏事務組合で処理している行橋・京都学校給食共同

調理施設に関する事務を平成２６年４月１日から廃止することに伴い、京築広域市町村圏

事務組合の共同処理する事務を変更することになり、その財産処分について定めるため、

地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものであります。  

 議案第８６号は、中津市との間において締結した定住自立圏の形成に関する協定の一部

変更についてであります。中津市及び豊前市との間において、平成２１年１１月２日に締

結した定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定を締結することについて、豊

前市議会の議決すべき事件を定める条例の規定により、議会の議決を求めるものでありま

す。 

 議案第８７号は、平成２５年度豊前市一般会計補正予算第２号であります。  

今回の補正予算は、人事異動等に伴う人件費の組み替えと市政運営上、緊急に必要とさ

れる経費等について、所要の措置をいたしたところであります。その補正額は、３３９２

万１０００円の補正で、補正後の予算総額は、１１６億７６４９万６０００円であります。  

 歳出の目的別補正の概要について、ご説明申し上げます。  

 ２款総務費は、１９８９万２０００円の減額補正であります。その主なものは、人件費

２２８９万９０００円を減額し、文書管理費に２９０万７０００円、国際交流費に１０万

円を補正するものであります。  

 ３款民生費は、２７０８万７０００円の補正であります。その主なものは、人件費１４

３万４０００円を減額し、介護保険費に５１３万２０００円、児童措置費に１７２４万７

０００円、母子父子福祉費に３２４万円を補正するものであります。  

 ６款農林水産費は、１０５４万８０００円の補正であります。その主なものは、水田農

業経営力強化事業に３４２万２０００円、畜産競争力強化対策事業に１２０万円、林道保

全事業に２３４万７０００円、水産振興費に１６８万円を補正するものであります。  

 ７款商工費は、人件費２５万４０００円の補正であります。  
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 ８款土木費は、９４７万４０００円の補正であります。その主なものは、人件費に５２

２万９０００円、住宅管理費に４２４万５０００円を補正するものであります。  

 ９款消防費は、災害対策費に６８０万円の補正であります。  

 １０款教育費は、人件費３５万円の減額補正であります。  

 この補正予算の財源は、歳出補正に伴う、国庫、県支出金等の特定財源のほか、一般財

源は財政調整基金繰入金の減額をもって措置いたしたところであります。  

 議案第８８号は、平成２５年度豊前市国民健康保険事業特別会計補正予算第１号であり

ます。補正額は、人件費２３７万７０００円の補正で、補正後の予算総額は、４０億４９

０６万８０００円であります。  

 報告第１２号は、訴えの提起の専決処分の報告についてであります。  

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、訴えの提起等について、専決処分したので、

同条第２項の規定により、これを報告するものであります。  

 以上、提出議案の概要について、ご説明申し上げましたが、いずれの議案も市政運営上、

緊急かつ必要な案件でありますので、議員各位には、慎重にご審議のうえ、すみやかにご

議決下さいますよう、お願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。  

○議長 磯永優二君 

 これをもって、議案の上程並びに提案理由の説明を終わります。  

 以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。  

 なお、一般質問は、今月１０日、１１日の２日間を予定しております。  

なお、議案に対する質疑は、一般質問２日目に行います。一般質問、並びに議案に対す

る質疑のある方は、本日午後５時までに、発言通告書の提出をお願いいたします。発言の

順序は、通告書提出の順序といたします。  

 それでは、本日は、これをもって散会いたします。  

皆さん、お疲れ様でした。 

散会 １０時２３分 


